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使用承認（利用）手続きの流れ

「申請書」や「終了届」は、水資源機構千葉用水総合管理所HPからダウンロードできます！

【問合せ窓口】独立行政法人水資源機構　千葉用水総合管理所　資産管理課

・「申請書」と「添付書類（図面・工程表

等）」をご提出ください。

・メール、郵送、持ち込みのいずれかにて、

資産管理課までご提出ください。

・申請内容について審査をスタートします。

・「承認書」「使用料請求書」「承諾書」を郵送

でお送りします。

・「承認書」に使用条件等が記載されております

ので、しっかりご確認をお願いします。

・「承認書」記載の使用条件を承諾いただき、

「承諾書」をご提出ください。

※㊟使用開始する前日までに承諾書をご提出いた

だかないと使用できません（メール提出可）。

※施設使用料が発生する場合は、速やかに使用料

の納付をお願いします。

・「承認書」記載の使用条件等を遵守いただきご使用ください。

・使用が終了したら「終了届」及び「使用前後の写真台帳」を

速やかにご提出ください（メール提出可）。

・現地を確認し、原状回復に不備等があると機構が判断した場合

は、再度原状回復が必要となる場合があります。

・利用目的、内容や方法について詳しく

伺います。

・図面や工程表があれば、提示願います（作

成途中でも結構です）。
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※㊟審査の過程で、「申請書等」の訂正をお願いす

る場合があります。

お手数をおかけしますが、その際はご対応をお願い

いたします。

使用終了
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終了届
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事前協議

申請者→県（土木事務所）

河川法申請

申請者→農水省（関東農政局）

他目的使用申請

・河川法、他目的使用申請

の手続方法等については各

所管土木事務所、関東農政

局へお問合せください。

※㊟河川法・他目的使用申

請の審査も時間を要します

ので、出来る限り早めに申

請をお願いします。

使用開始

県（土木事務所）→申請者

河川法許可

農水省（関東農政局）→申請者

他目的使用許可

機構→申請者

承認

●使用承認申請をする場合は、使用開始日の概ね1ヶ月前までに申請をお願

いします。使用開始日直前に申請されますと、ご希望の使用開始日までに手

続きが間に合わない場合があります。

●施設の使用について、水資源機構以外の許可が必要な場合があります。

・使用する土地が河川区域の場合、

県（河川管理者）へ河川法の申請が

必要です。

・土地改良財産の場合は、農水省へ

他目的使用申請が必要です。


